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電子申請等のパターンごとの対応方針
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＜パターン１＞
独自に電子申請システムを構築して
いる場合についても、導入マニュアル
に沿ってリンクを設定。

＜パターン３＞
導入マニュアルに沿って対応。
（ぴったりサービス＋マイナポータル

申請管理）

＜パターン２＞
導入マニュアルに沿って対応。

（ぴったりサービス）

パターンごとの対応を通じて、国民
がマイナポータル・ぴったりサービスに
アクセスすれば手続ページに到達で
きる状態を実現。
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電子申請等の普及策

標準モデル
導入アドバイザ－

標準モデル導入支援標準モデルの見直し
・様式の追加プリセット

導入支援
業務委託

〇 令和３年中に構築する標準モデル対応の電子申請等を導入する消防本部に対する支援措置として、令和３年度補正予
算案においてシステム設定等を支援するためのアドバイザーに係る経費を計上しており、消防本部における速やかな電子申請
等の導入を促進する。
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 マイナポータル・ぴったりサービスやマイナポータル申
請管理など国の既存システムを利用して電子申請
等を受け付けるだけであれば、消防本部におけるシ
ステム構築等は原則不要（LGWAN接続端末は
必要）。

 マイナポータル・ぴったりサービスは全地方公共団体
が利用可能。

 マイナポータル・ぴったりサービスの利用に当たり、デ
ジタル庁が地方公共団体向けに提供しているぴった
りサービス申請データダウンロード機能（マイナポー
タル申請管理）を利用する場合には、追加的な利
用料は原則として発生しない。

 標準モデル対応の電子申請等の普及を促進する
ため、アドバイザーによる導入支援を実施する方針。 デジタル庁 導入マニュアル

の活用

＜令和３～４年度事業の範囲＞
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